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平成２３年９月５日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２２年（ワ）第７２１３号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年６月６日 

判           決 

  東京都渋谷区＜以下略＞ 

      原 告                 日 本 放 送 協 会                   

      同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士                 手 島 康 子                   

      同                 梅 田 康 宏                   

      同                 秀  桜 子                   

  熊本県山鹿市＜以下略＞ 

      被 告                 Ａ 

      同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士                 篠 倉 慎 一                   

主           文 

１ 被告は，原告に対し，１２５７万２４５９円及びこれに対する平

成２１年６月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを２０分し，その３を原告の負担とし，その余を

被告の負担とする。 

４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由                 

第１ 請求 

 １ 被告は，原告に対し，１４６３万８４５０円及びこれに対する平成２１年６

月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 
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本件は，日本国内において地上波テレビジョン放送等を行う放送事業者であ

る原告が，「ジェーネットワークサービス」の名称で，海外居住者向けに，日

本国内でテレビ放送された番組を有料でインターネット配信するサービス（以

下「本件サービス」という。）を提供する事業を営んでいた被告に対し，被告

の提供する本件サービスは，地上波テレビ番組の放送に関して原告が有する著

作隣接権（送信可能化権〔平成２２年１２月法律第６５号による改正前の著作

権法９９条の２。以下，改正前著作権法９９条の２という。〕，複製権〔著作

権法９８条〕）等を侵害するものであると主張して，不法行為責任（民法７０

９条，著作権法１１４条１項）に基づき，１４６３万８４５０円及びこれに対

する不法行為日の後である平成２１年６月１日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

 １ 前提事実（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。） 

  (1) 当事者等 

     ア 原告は，放送事業者であり，日本国内において地上波テレビジョン放送

等を行う特殊法人である（甲４）。 

     イ ジェーネットワークサービスインターナショナル非公開株式会社（以下

「ジェーネット社」という。）は，被告を代表者とし，本店所在地をタイ

王国バンコク市＜以下略＞とする，インターネット事業等を業とする会社

である（甲１１，２７）。 

       ジェーネットワークサービス合資会社（以下「ジェーネット合資会社」

という。）は，本店所在地をタイ王国バンコク市＜以下略＞とし，日本に

おける支店所在地を東京都中央区＜以下略＞とする会社である（甲４，１

０，１１）。 

ウ 被告は，ジェーネット社の代表者であり，同社を実質的に一人で経営し

ている者である（甲１１）。 

    (2) 本件サービスに関する配信システムの開発等 
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       ア 被告は，平成１８年６月ころ，それまで個人的に使用していた，コンピ

ュータに入力端子から送られてくるテレビ映像をデータ変換し，インター

ネット回線を経由して送信することにより，離れた場所にあるコンピュー

タでテレビ番組を視聴することができるシステムを応用して，海外居住者

向けのテレビ番組配信サービスを行いたいと考え，コンピュータシステム

構築等を業とする会社である株式会社スフィアの代表者であるＢ（以下

「Ｂ」という。）及び同社従業員であるＣ（以下「Ｃ」という。）に対し，

上記サービスを実現するための配信システム，入金システム，認証システ

ム等の構築を依頼し，同人らは，上記依頼を受けて，上記配信システム等

の開発・構築に着手した（甲９）。 

       イ 被告と上記Ｂ，Ｃらは，互いにアイデアを出し合い，試行錯誤を重ねて，

上記サービスを実現するためのシステムを構築した。これにより最終的に

完成した配信システムの具体的内容は下記のとおりである（甲９，１３，

１６，２０，２１）。 

(ア) テレビ番組のストリーミング配信 

ケーブルテレビ等の配線から，原告を含む放送事業者らが放送したテ

レビ番組の映像（音及び影像）を受信し，チューナーを通してサーバ機

に入力し，コンピュータが処理できるようデータ変換した上で，マイク

ロソフト社が提供する「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ サービス」との

名称のアプリケーションを使用して，利用者に対し，テレビ映像データ

をストリーミング配信（利用者が，サーバ機からファイルをダウンロー

ドすることなく，リアルタイムで画像及び音を視聴することができる動

画配信形式）する（以下，本件サービスにおいて，上記のとおりストリ

ーミング配信に使用されるサーバ機を指して「ストリーミング配信用サ

ーバ機」という。）。 

(イ) テレビ番組の動画ファイル形式による記録及び配信 
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ケーブルテレビ等の配線から，原告を含む放送事業者らが放送したテ

レビ番組の映像（音及び影像）を受信し，チューナーを通してサーバ機

に入力し，動画ファイル形式へとデータ変換を行い，上記動画ファイル

データを記録媒体に記録し（以下，本件サービスにおいて上記の動画フ

ァイル記録のために使用されるサーバ機を指して「録画用サーバ機」と

いう。），録画用サーバ機に記録された動画ファイルデータをウェブサ

ーバ用ソフトウェアがインストールされたサーバ機の記録媒体に複製

又は移動させ，利用者からの求めに応じて，利用者が，上記動画ファイ

ルデータをダウンロードすることを可能とする（以下，本件サービスに

おいて上記の動画ファイルデータをダウンロード可能な状態に蔵置す

るため使用されたサーバ機を指して「動画ファイル配信用サーバ機」と

いう。）。 

        (ウ) 上記(ア)のストリーミング配信システムにより，利用者は，インタ

ーネット回線に接続したコンピュータを使用して，上記のとおりストリ

ーミング配信される映像データにアクセスして，原告を含む放送事業者

らが放送したテレビ番組を，その放送とほぼ同時に視聴することができ，

また，上記(イ)の動画ファイル記録システム及び動画ファイル配信シス

テムにより，過去に放送されたテレビ番組のうち，被告が録画用サーバ

機に動画ファイルとして記録しているもの（なお，被告は，各テレビ番

組の放送日から１か月間，当該テレビ番組の動画ファイルを録画用サー

バ機に記録することとしていた。）について，インターネット回線に接

続したコンピュータを使用してアクセスし，ダウンロードすることによ

り，過去分のテレビ番組を視聴することができる。 

       ウ 被告は，前記配信システム構築と並行して，平成１８年１１月３０日，

代表者を被告と面識のないタイ現地人としてジェーネット合資会社を設

立し，同年１２月８日，東京都中央区銀座所在のバーチャルオフィスに同
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社の日本支店を登記した（甲８，１１）。 

       エ さらに，被告は，千葉県市原市内に，上記ストリーミング配信用サーバ

機，録画用サーバ機及び動画ファイル配信用サーバ機として使用するため

のサーバ機を複数台設置し，被告本人を契約者として，ケーブルテレビ契

約，光ファイバーケーブルによるインターネット回線契約，インターネッ

トサービスプロバイダ契約をそれぞれ締結した（甲６）。 

         また，株式会社スフィアとの間で，前記配信システム等のメンテナンス

契約及びサーバ機の維持管理契約を締結した（甲１３，２１）。 

       オ 被告は，これらの準備を調えた上で，平成１８年１２月ころ，前記イの

配信システムを利用して，本件サービスの提供を開始した。 

       カ 被告は，その後，大阪府寝屋川市内にも，千葉県市原市内におけると同

様にサーバ機を複数台設置し，被告本人を契約者として，ケーブルテレビ

契約，光ファイバーケーブルによるインターネット回線契約，インターネ

ットサービスプロバイダ契約をそれぞれ締結し，これらのサーバ機，イン

ターネット回線等を，本件サービスの提供に使用するようになった（甲４，

６）。 

       キ 被告は，平成１９年９月ころ，被告を代表者としてジェーネット社を設

立した（甲４，１１）。 

      (3) 被告サイトの開設等 

ア 被告は，本件サービスの提供を前記のとおり開始するに当たり，インタ

ーネット上に，「ＪＮｅｔｗｏｒｋＳｅｒｖｉｃｅ－日本のテレビが世界

中どこからでも見れる－」とのタイトルを付したウェブサイト（以下「被

告サイト」という。）を開設した（甲２５）。 

イ 被告サイトは，当初は単一のものであったが，平成１９年１２月ころか

ら，北米，中米及び南米地域に居住している利用者向けの「北・中・南米

サイト」と，上記地域以外の日本国外地域に居住している利用者向けの「通
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常サイト」の二種類に分けられ（以下，これらを併せて「被告各サイト」

という。），上記被告各サイトにおいて，各地域において利用可能なサー

ビスの内容，利用規約，料金等がそれぞれ説明，紹介されるようになった

（甲１８）。 

ウ 被告各サイトにおいて説明，紹介されていた本件サービスの具体的内容

は下記のとおりである（甲１０，１４，２５）。 

 (ア) 基本料金を支払うことで，下記(イ)の「基本チャンネル」における

各放送番組のうち，「関東地区」若しくは「関西地区」記載のもののど

ちらか一方又はこれら両方を視聴又はダウンロードすることができ，さ

らに，追加料金（オプション料金）を支払うことで，下記(イ)の「オプ

ションチャンネル」のうち，選択・登録したものを視聴又はダウンロー

ドすることができる。 

「基本チャンネル」のうち，関東地区又は関西地区のどちらか一方の

みを選択・登録した場合の基本料金は，「北・中・南米サイト」では月

額３６００円，「通常サイト」では月額５０００円であり，関東地区及

び関西地区の両方を選択・登録した場合の基本料金は，「北・中・南米

サイト」では５０００円，「通常サイト」では７０００円である。また，

オプション料金は，いずれのサイトにおいても，１チャンネルにつき月

額１０００円である。 

    (イ) 被告各サイトにおける各チャンネルの内容は下記のとおりである

（甲１０）。 

     ①「北・中・南米サイト」 

      基本チャンネル 

       関東地区：日本テレビ，ＴＢＳテレビ，フジテレビ，テレビ朝日，

テレビ東京 

       関西地区：ＭＢＳ毎日放送，ＡＢＣテレビ，関西テレビ，よみうり
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テレビ，テレビ大阪 

      オプションチャンネル：ＮＨＫ総合，ＮＨＫ教育，ＮＨＫ ＢＳ１，

ＮＨＫ ＢＳ２，ＷＯＷＯＷ，衛星劇場，アニマックス，

サンテレビ，Ｍｕｓｉｃ ｏｎ ＴＶ 

     ②「通常サイト」 

      基本チャンネル 

       関東地区：ＮＨＫ総合，ＮＨＫ教育，日本テレビ，ＴＢＳテレビ，

フジテレビ，テレビ朝日，テレビ東京 

       関西地区：ＮＨＫ総合，ＮＨＫ教育，ＭＢＳ毎日放送，ＡＢＣテレ

ビ，関西テレビ，よみうりテレビ，テレビ大阪 

      オプションチャンネル：ＮＨＫ ＢＳ１，ＮＨＫ ＢＳ２，ＷＯＷＯ

Ｗ，衛星劇場，アニマックス，サンテレビ，Ｍｕｓｉｃ 

ｏｎ ＴＶ 

  (4) 本件サービスの利用方法 

         ア 利用者は，その居住地域に応じて，被告各サイトのどちらかから利用登録

を行うことで，本件サービスを利用するための会員ＩＤ及びパスワードの

割当てを受けることができ，インターネット回線に接続し，「Ｗｉｎｄｏ

ｗｓ Ｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ」が搭載されたコンピュータを使用し，

上記会員ＩＤ及びパスワードで本件サービスにログイン（認証）して，利

用登録した放送局のテレビ番組につき，前記(2)イ(ア)のとおりストリー

ミング配信される映像を視聴し，又は，上記(2)イ(イ)のとおり，未放送

のテレビ番組のうち，視聴したいものを「録画予約」する旨指定した上で，

当該テレビ番組の放送後に，当該テレビ番組の動画ファイルをダウンロー

ドすることができた（甲７）。 

         イ なお，利用者は，上記(4)アの「録画予約」の手続をとらなかった場合で

も，被告サイトにおいて，録画不具合報告等の手続をとることで，当該利
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用者が利用登録をしたチャンネルの過去１か月分の番組を表示させ，これ

をダウンロードすることができた（甲１６）。 

         ウ 利用者は，前記(4)アの利用登録時に，利用料金の支払に関し，銀行口座

への振込み又はクレジットカードでの引き落としのどちらかを選択する

ことができ，銀行口座への振込みを選択した場合には，当月分の利用料を，

前月最終営業日までに，ゆうちょ銀行，ジャパンネット銀行，イーバンク

銀行又はタイの金融機関であるカシコーン銀行に氏名及びＩＤを明示し

て振り込むものとされ，クレジットカードでの引き落としを選択した場合

には，前月最終営業日の３営業日内に，翌月分の利用料金が自動決済され

るようになっていた（甲１０，１２，１４，１５）。 

        (5) 本件サービスの停止 

          株式会社フジテレビは，平成２１年４月，著作権法違反（同法１１９条１項

）により本件サービスの提供者を刑事告訴し，同年５月，被告が同法違反の

被疑事実により逮捕され，これにより，そのころ，本件サービスの提供は停

止された（甲４，弁論の全趣旨）。 

          本件サービス停止時において，「通常サイト」の登録人数は２７７３人，「北

・中・南米サイト」の登録人数は２１２５人であった（甲１８）。 

(6) 本件サービスによる収益等 

         ア 被告は，本件サービス利用料の振込先として，前記のとおり，ジェーネッ

ト合資会社名義のジャパンネット銀行，イーバンク銀行，ゆうちょ銀行の

各口座又はジェーネット社名義のカシコーン銀行口座を指定していた。ま

た，被告は，本件サービス利用料の決済を代行するクレジットカード会社

からの入金先として，当初は三井住友銀行のジェーネット合資会社名義口

座を指定していたが，その後，入金先指定口座をイーバンク銀行の同名義

口座に変更し，さらにその後，もみじ銀行焼山支店の同名義口座に変更し

た。これらの口座に入金された利用料は，被告が毎月引き出し，被告個人
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名義口座に振り込んだ上で，株式会社スフィアへのメンテナンス料等の支

払，被告の生活費等に充てていた（甲１２，１４，１５）。 

           被告が，株式会社スフィアに対し，本件サービスにおける配信システムの

構築・維持管理等のため支払った金員の合計額は，約３１５０万円である

（甲２２）。 

   イ 被告がサーバ機を設置していた大阪府寝屋川市の物件内から押収された

ディスク装置の「売上金管理画面」に表示された各売上金額によれば，平

成１９年１月から平成２１年５月までの通常サイトの売上金額は別紙「利

益額計算表」の左側の表の「通常サイト」記載のとおりであり，その合計

額は１億９０８６万４８６２円である。また，平成１９年１２月から平成

２１年５月までの北・中・南米サイトの売上金額は，同表の「北中南米サ

イト」欄記載のとおりであり，その合計額は１億０２５９万７７８５円で

ある（甲１８）。 

    (7) 刑事事件 

      ア 被告は，平成２１年６月１日，著作権法違反（著作権法２１条，２３条

１項，１１９条１項）の公訴事実により東京地方裁判所に起訴され（なお，

同年７月１７日付け追起訴並びに同月１日付け及び同年８月２８日付け

各訴因及び罰条変更請求により，最終的な罰条は同法２１条，２３条１項，

１１９条１項，刑法６０条となった。），同年１０月２３日，懲役３年（執

行猶予５年）及び罰金５００万円の有罪判決を受けた（甲１の１・２，２

７，３０ないし３２）。 

      イ ジェーネット社は，同年８月３１日，著作権法違反（著作権法２１条，

２３条１項，１１９条１項，１２４条１項１号，刑法６０条）の公訴事実

により東京地方裁判所に起訴され，被告の上記アの刑事事件と併合され，

同年１０月２３日，罰金２０００万円，ジェーネット社が株式会社もみじ

銀行焼山支店口座に対して有する普通預金債権２１７３万５０４６円を
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没収し，２１７７万３９５３円を追徴する旨の有罪判決を受けた（甲２７，

３３） 

２ 争点 

  (1) 被告による著作隣接権侵害の成否 

(2) 被告の故意・過失の有無 

  (3) 原告の損害額 

第３ 争点に対する当事者の主張 

 １ 争点(1)（被告による著作隣接権侵害の成否）について 

 （原告の主張） 

   (1) 本件サービスの内容等 

本件サービスは，サービス提供者が日本のテレビ放送をケーブルテレビ経

由で受信した上，そのテレビ放送の影像・音声を圧縮し，①インターネット

に接続された自動公衆送信機能を有するサーバ機に入力して，海外に居住す

る顧客がリアルタイムで日本のテレビ番組を視聴できるようにするととも

に，②圧縮したテレビ放送の影像・音声のデータをサーバ機に記録・複製（「録

画」）して，顧客がその録画データにアクセスしてダウンロードすることに

より，日本のテレビ番組を視聴できるようにするものであり，被告は，本件

サービスを実現するため，千葉県市原市内等にテレビ受信装置及びインター

ネットに接続されたサーバ機を設置・管理し，同地においてケーブルテレビ

を経由して原告の行う放送及び他社のテレビ放送を受信して，そのテレビ放

送の影像・音声の圧縮，その圧縮データの自動公衆送信機能を有するサーバ

機への入力及び記録を行っていた。 

     本件サービスにおいて，利用者は，自分で録画機器やテレビ受信装置を購

入したり，レンタルを受けたりする必要はなく，インターネットに接続され

たパソコンを用意するのみであり，放送番組を受信・録画，送信するための

機器類等は，すべて被告側において用意し管理されていた。 
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     また，送信側の機器と受信側の機器とは１対１の関係にはなく，送信側の

サーバ機から多数の顧客に向けて，１対多の送信を行うものであり，利用者

が送信側の機器を操作するものでもなかった。 

   (2) 本件サービスの上記内容にかんがみると，本件サービスにおける放送の公

衆送信可能化行為及び複製行為の主体がサービス事業者側であることは明

らかである。 

   (3) 原告は，本件サービスで配信等されていた放送番組について，複製，公衆

送信すること，原告の行う放送について，本件サービスにより複製又は送信

可能化することを許諾していないのであるから，本件サービスが，原告が著

作権を有する本件サービスに係る放送番組の著作権（著作権法２１条，２３

条１項），その放送について有する著作隣接権（同法９８条，改正前著作権

法９９条の２）を侵害するものであることは明らかである。 

   (4) 本件サービスは，被告の発案により被告主導で行われたものであるから，

上記(3)の著作隣接権侵害行為の実質的行為者は被告である。 

なお，ジェーネット社及びジェーネット合資会社は，被告が，本件サービ

スにより利益を得るために設立した法人であるから，本件サービスによる著

作隣接権侵害が，ジェーネット社の代表者として行われたとしても，被告が，

個人としての不法行為責任を免れるものではない。このことは，被告が，本

件サービスの提供を内容とする著作権法違反の罪により起訴された刑事事

件において罪を認め，有罪判決を受けていることからも明らかである。 

したがって，被告は，本件サービスにより，原告の著作隣接権を侵害した

ものである。 

 （被告の主張） 

  (1) 原告の主張のうち，本件サービスにおいて使用されたサーバ機に自動公

衆送信機能があるとの点及び利用者が送信側の機器を操作するものではな

いとする点は否認し，法的主張は争う。 
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    被告は，ＩＰアドレス，ＵＡ（利用者が利用するＯＳやブラウザ等の情報

），セキュリティキー等によって利用者を識別管理するプログラム（ＳＱＬ

）を導入し，上記プログラムにより識別された利用者にのみ番組を送信する

とともに，個々の利用者に仮想ＰＣを割り当てて各利用者による機器の操作

を可能ならしめ，各利用者が録画予約した番組のみをダウンロードできる仕

様としていたのであり，本件サービスの利用には，各利用者による機器の操

作が不可欠であった。 

  (2) 本件サービスは，ジェーネット社及びジェーネット合資会社により行わ

れたものであり，被告個人に対し，その責任を問うべきものではない。なお，

刑事事件において被告が自白したのは，刑事事件からの早期解放を希望した

からにすぎない。 

 ２ 争点(2)（被告の故意・過失の有無）について 

 （原告の主張） 

  (1) 本件サービスが原告の著作隣接権を侵害する態様であることは争点(1)

に関する原告の主張のとおりであり，被告は，この点につき，本件サービス

開始以前の配信システム開発の段階から確定的に認識していた。 

(2) このことは，被告が，本件システムの開発に当たり，株式会社スフィア

に対し，配信元のＩＰアドレスを偽装することを持ちかけたり，日本からの

調査が困難となるように，日本のＩＰアドレスからのアクセスや代理サーバ

を通じたアクセスを禁止するシステムとしたりするなどの隠蔽手段を講じ

ていたことからも明らかである。 

 （被告の主張） 

  (1) 原告の主張は争う。 

  (2) 被告は，まねきＴＶやロクラクⅡに関する東京地裁及び知財高裁の各決

定及び判決の趣旨を正しく理解しておらず，機械が共通でも個々の契約者が

個別に機械を操作することができれば著作権法には違反しないものと考え
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ていたのであり，契約者から個々の機械を預かる代わりに高額なソフトを導

入し，個々の契約者に仮想ＰＣを割り当て各契約者に機器の操作を可能なら

しめることにより，本件サービスが著作権法に違反することはないと考えて

いた。被告が意図的に著作権法に違反したのではないことは，被告が，植物

防疫法違反事件について警視庁等に捜査協力し，ワシントン条約関係で関税

局に協力するなどしてきたことからも明らかである。 

 ３ 争点(3)（原告の損害額）について 

 （原告の主張） 

  (1)ア 本件サービスは，原告が現に事業として行った放送を受信し，無許諾

で複製するなどしたものであるところ，原告は，海外の放送事業者に原告

の放送番組の放送権を販売するなどの有効活用を進めているところであ

り，また，日本唯一の公共放送として，海外に向けて積極的に日本の情報

を発信し，在外邦人に対する情報提供にも取り組んでいるところである。 

イ したがって，被告が本件サービスによって得た利益のうち，原告の行う

放送に係る部分を算出することにより，同部分を原告の受けた損害の額と

推定することができる（著作権法１１４条２項）。 

  (2) 本件サービスによる利益額中の原告の放送に係る部分について 

   ア 本件サービスの利益率 

     平成１９年３月期から平成２１年４月期までの本件サービスに係る売上

金合計額は２億３３５７万６９４２円であるところ，上記売上金は，いっ

たんジェーネット合資会社名義の口座に入金された後，もみじ銀行焼山支

店の被告個人名義口座に移され，同口座から，株式会社スフィアに対する

支払金，ジェーネット社従業員に対する支払金，ロイズティーエスビーバ

ンクへの送金（海外代理店への支払に充てられたと考えられる。），エイ

ゼックスへの支払金（仮想オフィス代金の支払），パソコン店への支払金

等の経費が支出されている。なお，同口座からの出金のうち，被告の子弟
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の学費・塾代金の支払，被告個人名義口座への送金等は，被告の個人的支

出であると考えられるので，経費に含めるべきではない。 

     上記各経費の総額から株式会社スフィアに対する支払金を除いた合計額

は６４０５万２５８１円であり，株式会社スフィアに対する本件サービス

開始時からの支払総額は約３１５０万円であるので，本件サービスにおけ

る経費総額は，これらの合計額である９５５５万２５８１円となる。 

     したがって，上記期間における売上金合計額２億３３５７万６９４２円

から，上記期間における経費総額を控除した１億３８０２万４３６１円が

上記期間における利益総額であり，本件サービスにおける利益率は５９％

を下回ることはない。 

   イ 原告の放送に係る利益額について 

    (ア) 平成１９年１月から平成２１年５月までの本件サービスの売上高

合計額は２億９３４６万２６４７円であり，これに上記利益率を掛けた

１億７３１４万２９６１円が，本件サービス全体の利益額となる。 

    (イ) 「通常サイト」における利益額のうち，原告の放送に係る部分につ

いて 

原告の放送に係るテレビ番組は，本件サービスのうち，「通常サイト

」では「基本チャンネル」で，「北・中・南米サイト」では「オプショ

ンチャンネル」でそれぞれ提供されていたものであるところ，「北・中

・南米サイト」で原告の放送に係るテレビ番組を視聴していた利用者数

は不明であるので，「通常サイト」における利用者を前提に，本件サー

ビスにおける利益額のうち，原告の放送に係る部分の金額を計算する。 

      本件サービスの「通常サイト」と「北・中・南米サイト」の売上比率

は，四捨五入すると１．８６対１であるから，「通常サイト」からの利

益額は約１億１２６０万３４６４円となる。 

      本件サービスにおいて，衛星放送はオプションチャンネルに分類され
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ていたため，「ＮＨＫ放送文化研究所」の調査に基づき，①地上波と衛

星波を合わせた１日当たりのテレビ視聴時間（週平均による。）から，

原告及び民放各局の衛星放送の視聴時間を除外することにより，原告及

び民放各局の地上波テレビの平均視聴時間を算出し，次に，②平成１９

年６月から平成２１年９月までの間の調査結果をもとに，ＮＨＫ全体の

視聴時間からＮＨＫ衛星視聴時間を引いた視聴時間を算出し，③上記②

のＮＨＫ地上波視聴時間が上記①の地上波テレビ平均視聴時間に占め

る割合を算定し，その平均を算出すると，約２６％となる。 

    (ウ) そこで，「通常サイト」の利益額である１億１２６０万３４６４円

に，上記２６％（地上波テレビ平均視聴時間中にＮＨＫの地上波放送の

視聴時間が占める割合）を掛け合わせると，約２９２７万６９００円と

なり，これが，「通常サイト」からの利益額のうち，原告の放送に係る

部分の金額となる。 

   ウ 原告の損害額について 

     (ア) 上記イ(ウ)の金額は，著作権侵害及び著作隣接権侵害を合わせた損

害の総額であるところ，放送事業者の著作隣接権は，放送事業者が放送

事業を行う上で必要不可欠な権利であることからすれば，これが侵害さ

れたことによる損害は，総額の５０％を下らない。したがって，上記イ

で算出した２９２７万６９００円の半額である１４６３万８４５０円

が，本件サービスにより原告が被った損害のうち，地上波放送の著作隣

接権（送信可能化権）侵害による損害額となる。 

    (イ) なお，上記損害額は，本件サービスのうち「通常サイト」における

利益に限定し，かつ，オプションチャンネルに係る損害を除外して算出

されたものである上，本件サービスは原告が放送したテレビ番組につい

て有する著作権（原告は，その放送番組の大半について著作権を有して

いる。）も侵害するものであるから，本件において原告が被った損害額
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は，少なくとも１４６３万８４５０円を下らない。 

（被告の主張） 

  (1) 原告の主張のうち，(1)ア記載の事実は認め，その余の事実は否認し，法

的主張は争う。 

  (2) 本件サービスに係る利益額等に関する原告の主張は，「売上金マネーフ

ロー及び売上金一覧表作成報告書（ジェーネットワークサービス売上金）」

と題する捜査報告書（甲１９）を根拠とするものであるが，上記報告書は，

本件サービスに係るマネーフローの一部を明らかにしたものにすぎず，パソ

コン工房が被告及びジェーネット社との間の全取引を開示していない事実

等などから，その信用性に限界があることは明らかである。 

  (3) 本件サービスの経費について 

ア 被告は，別紙「ジェーネットワークサービス支払合計一覧表」記載のと

おり，３億３４６４万１７０３円を支出しているところ，同表に記載され

た総支出から，明らかに経費ではない個人支出を除外し，日付毎に，支払

先，科目，摘要等を整理して作成したものが別紙「日計表」である（なお，

「摘要」につき，被告は上記「日計表」において「適用」と記載している

が，誤記であると解される。以下においても同じ。）。上記「日計表」に

よれば，被告は，平成１７年５月から平成２１年８月までの間，本件サー

ビスに係る経費として合計２億３０８４万７０１１円を支出している上，

上記「ジェーネットワークサービス支払合計一覧表」記載のとおり，ジェ

ーネット社のタイオフィスに係る経費として約３１１３万３０００円及

びＳＥＩＷＡに対するサーバ用ＯＳのライセンス料として４４１５万４

３９０円を支払い，かつ，本件刑事事件により，２１７３万５０４６円を

没収されている。また，被告は，本件刑事事件により，罰金５００万円を

支払っている。 

   イ 東京地判平成７年１０月３０日等において，著作権者等の損害額の推定
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の前提である著作権等侵害者が得た「利益」とは，侵害行為による売上額

から，その製造販売のための変動経費のみを控除した額と考えるのが相当

であるとされているが，これらの裁判例においては，著作権者等が，「新

たな設備投資や従業員の雇用，訓練を要さず，そのままの状態で侵害品の

製造販売ができること」が前提とされているのであって，本件のように，

原告が，本件サービスと同様のサービスを実施していなかった（すなわち，

原告が，本件サービスと同様のサービスを実施する設備や従業員を有して

いなかった）場合とは事案を異にする。 

     むしろ，東京地判平成１３年２月８日（判例時報１７７３号１３０頁）

は，特許法１０２条２項の解釈に関し，「『侵害の行為により利益を受け

ているとき』における『利益』とは，侵害者が侵害製品の製造，販売のみ

に要する専用の設備や従業員を新たに設置し，あるいは雇い入れたといっ

た例外的な事情がない限り・・（中略）・・経費のうち侵害製品の製造，

販売のみのために要した部分を控除した限界利益ともいうべきものを指

すと解するのが相当である。」とした上で，当該事件における「限界利益

」は，「売上額から販売に直接要する費用である変動費を控除した利益で

はなく，右利益の額から，更に固定費の中でも対象となっている製品に直

接関連する経費（直接固定費）を控除して算出したものを指すものと解す

べきである。」と判示しているのであって，本件において，被告が，本件

サービスに関し，専用の設備や従業員を新たに設置し，又は雇い入れてい

ることにかんがみ，被告の利益額の算出に当たり，上記アの支出は，全額

が控除されるべきである。 

   ウ すなわち，限界利益とは，権利者が最大限逸失する可能性のある粗利益

を意味し，販売額から製造原価などの製品を追加的に製造する場合に必要

となる費用のみを控除した金額である以上，「製品を追加的に製造する場

合に必要となる費用」の内容が問題なのであって，それが固定経費なのか
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変動経費なのかは重要ではない。原告が，本件サービスが提供されていた

当時，海外居住者向けテレビ番組配信サービスを実施しておらず，本件サ

ービスと同様のサービスを実施するには，被告が支出した費用と同様の費

用あるいはそれ以上の費用を支出する必要がある以上，上記アの被告の支

出は，すべて変動経費として控除されるべきである。 

   (4) ジェーネット社の本件サービスによる売上金総額は，本件サービス停止後

の返金分を控除すると２億３３５７万６９４２円にすぎず，変動経費として

控除されるべき別紙「ジェーネットワークサービス支払合計一覧表」記載の

３億３４６４万１７０３円を控除すると，約１億円の赤字となる。なお，同

表記載の各費用のうち，経費性に問題がないと思われる「広告」，「通信費

等」，「インフラ」及び「機材費」欄各記載の金額のみを控除したとしても，

約１０００万円の赤字となる。 

     以上のとおり，被告は，本件サービスにより利益を得ていないばかりか，

逆に債務を負っているのであるから，原告の損害額の主張には理由がない。 

  （原告の反論） 

   (1) 著作権法１１４条２項にいう「利益」とは，限界利益を指すと解され，限

界利益とは売上から変動費を引いたものであり，変動費とは，原材料費，運

搬費等の売上に応じて変動する費用を指し，売上に応じた変動がない宣伝広

告費，人件費，不動産賃借料，水道光熱費，通信費，減価償却費，旅費交通

費，接待交際費などの費用は，固定費であると解される。 

   (2) これを本件についてみると，被告が経費に当たると主張する広告費，通信

費，インフラ整備費，機材費等は，いずれも固定費であるから，同法１１４

条２項の利益算定に当たり控除されるべきものではない。 

     また，被告が経費として主張する別紙「ジェーネットワークサービス支払

合計一覧表」及び別紙「日計表」の内容をみると，金額が書証と符合しない

ものがあるなど，算定自体が不正確である上，各費目においても，明らかに
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経費ではないものや根拠不明なもの，広告費等の具体的内容が明らかにされ

ていないものなどが含まれているのであって，その内容は信用できない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点(1)（被告による著作隣接権侵害の成否）について 

前記前提事実に照らし，被告による著作隣接権侵害の成否について検討する。  

  (1) 送信可能化権侵害について 

   ア 放送事業者は，その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して，

その放送を送信可能化する権利（送信可能化権，改正前著作権法９９条の

２）を専有するところ，「送信可能化」とは，①公衆の用に供されている

電気通信回線に接続している自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通

信回線に接続することにより，その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供

する部分〔公衆送信用記録媒体〕に記録され，又は当該装置に入力される

情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。）の公衆送信用記録媒

体に情報を記録し，情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の

公衆送信用記録媒体として加え，若しくは情報が記録された記録媒体を当

該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し，又は当該自動公衆送

信装置に情報を入力すること又は②その公衆送信用記録媒体に情報が記

録され，又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信

装置について，公衆の用に供されている電気通信回線への接続（配線，自

動公衆送信装置の始動，送受信用プログラムの起動その他の一連の行為に

より行われる場合には，当該一連の行為のうち最後のものをいう。）を行

うことのいずれかの行為により自動公衆送信し得るようにすることをい

う（著作権法２条１項９号の５）とされ，「自動公衆送信」とは，公衆送

信のうち，公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいう（同項９号の４

）とされている。 

   イ そこで，前記前提事実(2)イでみた本件サービスにおける配信システムの
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具体的内容をみると，本件サービスは，前記前提事実(2)イ(ア)のストリ

ーミング配信システムにおいて，テレビ放送に係る音及び影像を，ケーブ

ルテレビ配線を介して受信した上，これをストリーミング配信用サーバ機

にデータ化して入力するものであり，上記ストリーミング配信用サーバ機

は，インターネット回線を利用して，本件サービスにアクセスしてきた利

用者に対し，上記のとおりデータ化した音及び影像をストリーミング配信

するものであるから，上記ストリーミング配信は自動公衆送信であり，上

記ストリーミング配信用サーバ機は，自動公衆送信装置に該当し，本件サ

ービスは，上記のとおり自動公衆送信装置に該当するストリーミング配信

用サーバ機にテレビ放送に係る音及び影像を入力することで，利用者から

の求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信できる状態を

作り出しているのであるから，テレビ放送に係る音又は影像を送信可能化

するものということができる。 

     また，本件サービスは，前記前提事実(2)イ(イ)の動画ファイル形式によ

る記録及び配信システムにおいて，テレビ放送に係る音及び影像を，ケー

ブルテレビ配線を介して受信し，録画用サーバ機に動画ファイル形式によ

り記録した上，上記動画ファイルデータを動画ファイル配信用サーバ機の

記録媒体に複製又は移動させ，上記動画ファイルデータを，インターネッ

ト公開フォルダに指定されたフォルダに記録・蔵置することにより，イン

ターネット回線を利用して当該動画ファイルにアクセスしてきた利用者

に，当該動画ファイルをダウンロードすることを可能とするものであるか

ら，上記動画ファイル形式による記録及び配信は自動公衆送信であり，上

記動画ファイル配信用サーバ機は自動公衆送信装置に該当し，本件サービ

スは，上記のとおり自動公衆送信装置に該当する動画ファイル配信用サー

バ機のインターネット公開フォルダに動画ファイルデータを記録させる

ことで，利用者の求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信
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できる状態を作り出しているのであるから，テレビ放送に係る音又は影像

を送信可能化するものということができる（以上につき，最高裁平成２３

年１月１８日第三小法廷判決・裁判所時報２１０３号１２４頁参照）。 

   ウ 前記前提事実(3)ウでみたとおり，本件サービスにおいて視聴可能なテレ

ビ番組中に原告の地上波テレビ放送に係る放送番組が含まれていること

からすれば，本件サービスが，原告が放送事業者としてその放送について

有する送信可能化権を侵害するものであることは明らかである。 

(2) 複製権侵害について 

 ア 放送事業者は，その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して，

その放送に係る音又は影像を録音し，録画し，又は写真その他これに類似

する方法により複製する権利（複製権，著作権法９８条）を専有する。 

イ 前記前提事実(2)イでみた本件サービスにおける配信システムの具体的

内容によれば，本件サービスのうち，前記前提事実(2)イ(イ)のテレビ番

組の動画ファイル形式による記録及び配信システムにおいては，テレビ放

送を，ケーブルテレビ配線を介して受信した上，記録用サーバ機に記録す

るものであるから，テレビ放送に係る音及び影像を録音，録画するもので

あり，これを複製するものということができる（最高裁平成２３年１月２

０日第一小法廷判決・裁判所時報２１０３号１２８頁参照）。 

ウ 本件サービスにおいて視聴可能なテレビ番組中に原告の地上波テレビ

放送に係る放送番組が含まれていることは前記のとおりであるから，本件

サービスのうち，動画ファイル形式により記録及び配信するものは，原告

が放送事業者としてその放送について有する複製権を侵害するものであ

る。 

  (3) この点に関し，被告は，本件サービスでは，利用者に個々の仮想ＰＣが割

り当てられ，各利用者による機器の操作が可能であって，各利用者が録画予

約した番組のみをダウンロードできる仕様としていたのであり，各利用者に
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よる機器の操作が不可欠であったと主張し，各サーバ機の自動公衆送信装置

該当性を否認するが，前記前提事実でみた本件サービスの内容及び利用者数

等に照らすと，何人も本件サービス利用契約を締結することにより同サービ

スを利用することができるのであるから，本件サービスの利用者は不特定か

つ多数の者に当たり，「公衆」（同法２条５項）に該当するものと認められ

るのであって，本件サービスにおけるストリーミング配信用サーバ機及び動

画ファイル配信用サーバ機は自動公衆送信装置に該当する。被告の主張は採

用することができない。 

  (4) 送信可能化権侵害及び複製権侵害の主体について 

    前記前提事実によれば，本件サービスは，ジェーネット合資会社及びジェ

ーネット社により管理運営され，その利用料金は，上記２社名義の銀行口座

に入金されていたものであることが認められるが，上記２社は，いずれも，

被告が，本件サービスの管理運営のために設立した会社であって，実質的に

は被告一人で経営していたものであると認められる上，前記前提事実(6)の

とおり，上記２社の銀行口座に入金された利用料金は，ほぼ全額が出金され，

被告個人名義口座に入金されていたものであって，本件サービスによる利益

は被告個人に帰属していたものであり，後記２のとおり，被告は本件サービ

スの違法性を認識しながら，本件サービスに係るシステムを構築していたと

認められるのであるから，本件サービスに係る送信可能化権侵害及び複製権

侵害行為は，被告個人も独立の侵害行為の主体として関与したものであると

認められる。これに反する被告の主張は採用できない。 

  (5) 小括 

    したがって，被告は，原告の送信可能化権（改正前著作権法９９条の２），

複製権（著作権法９８条）を侵害したものと認められる。 

    原告は，放送した番組の著作権に基づく複製権侵害（同法２１条），公衆

送信権侵害（同法２３条１項）の主張をするが，具体的に放送番組を特定し
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てその著作物性を主張するものではないので，その主張を採用することはで

きない。 

 ２ 争点(2)（被告の故意過失の有無）について 

  (1) 前記前提事実(2)イでみた本件サービスにおけるテレビ番組配信システム

の具体的内容並びに前記前提事実(2)イのとおり上記配信システムの発案及

び構築に当たり被告が主体的に関与したと認められることに加え，被告が，

本件サービスの開始に当たり，配信元のＩＰアドレスを隠匿する手段を模索

していたこと（甲８），被告が，本件サービスを開始するに当たり，タイに

ジェーネット合資会社を設立し，同社の日本支社の本店所在地をバーチャル

オフィスにするなどしていること（甲８，１１）も考慮すれば，被告は，本

件サービスの開始当初から，本件サービスの違法性について認識していたも

のと認めるのが相当であり，本件サービスが原告を含む放送事業者の著作隣

接権を侵害するものであることにつき，被告には，故意があったものと認め

られる。 

  (2) なお，被告は，東京地決平成１８年８月４日（まねきＴＶ仮処分決定）な

どを挙げて，被告が本件サービスを適法であると考えていた旨主張するが，

本件サービスの配信システムは，上記事件におけるシステムと全く異なるも

のであることに加え，被告の上記(1)の行動も考慮すると，被告の主張を採

用することはできない。 

 ３ 争点(3)（原告の損害額）について 

  (1) 争点(1)及び(2)に関する判断でみたとおり，被告は，本件サービスの主体

として，原告の放送に係る送信可能化権及び複製権を故意に侵害したもので

あるから，被告は，民法７０９条により，原告に対し，原告が上記侵害行為

によって受けた損害について賠償すべき義務があるところ，原告は，上記損

害額について，著作権法１１４条２項に基づき算定される額をもって原告の

損害額と推定すべきと主張する。 
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    なお，著作権法１１４条２項は，当該著作物を利用して侵害者が現実にあ

る利益を得ている以上，著作権者等が同様の方法で著作物を利用する限り同

様の利益を得られる蓋然性があるという前提に基づき，侵害者が侵害行為に

より得た利益の額をもって著作権者等の逸失利益と推定する規定であると

解されるから，同項の適用が認められるためには，著作権者等が侵害者と同

様の方法で著作物を利用して利益を得られる蓋然性があることが必要であ

るが，本件において，原告は，その放送番組の放送権を海外の放送事業者に

販売するなどしており，かつ，海外に向けて積極的に日本の情報を発信し，

在外邦人に対する情報提供のための取り組みを進めているところであって

（争いがない。），平成２１年１２月からは，「ＮＨＫオンデマンド」の名

称で，放送番組のインターネット配信を開始していることも認められる（甲

２４，２５）のであるから，本件サービスが提供されていた当時においても，

原告に，本件サービスと同様に，日本国外の居住者に対し，その放送番組を

インターネット配信するという方法により，利益を得られる蓋然性が存在し

たということができ，同項の適用の前提に欠けるところはないというべきで

ある。 

  (2) 著作権法１１４条２項による損害額について 

   ア そこで，著作権法１１４条２項による損害額（本件サービスにおける原

告の著作隣接権侵害により被告が受けた利益額）について検討する。 

   イ 本件サービスによる利用料総額 

     前記前提事実(6)イによれば，被告が，平成１９年１月から平成２１年５

月までの間に，本件サービスの提供により利用者から得た利用料の総額は，

「通常サイト」に係る分につき１億９０８６万４８６２円，「北・中・南

米サイト」に係る分につき１億０２５９万７７８５円であると認められる。 

   ウ 本件サービスにおける利益額 

    (ア) 被告が本件サービスによって得た利益額を算出するに当たっては，
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粗利益（売上額から固定費，売上原価等を控除した額）から，変動経費

（売上に伴って変動する経費）を控除した額を算定の基礎とするのが相

当であるところ，原告は，平成１９年３月期から平成２１年４月期まで

の間におけるジェーネット合資会社名義のジャパンネット銀行，イーバ

ンク銀行，ゆうちょ銀行，三井住友銀行，もみじ銀行の各口座の出入金

状況によれば，上記時期における本件サービスの利用料総額は２億３３

５７万６９４２円であり，上記時期における上記各口座からの出金総額

は８４３９万０５２３円であって，上記出金額から株式会社スフィアに

対する支払額２０３３万７９４２円を控除し，同社に対する支払総額で

ある３１５０万円を加えて算出した経費総額は９５５５万２５８１円

であるから，本件サービスの利益率は，下記計算式①により算出される

とおり，約５９％となり，本件サービスにより被告が得た利益額は，下

記計算式②のとおり上記アの利用料総額に５９％を掛けた金額である

１億７３１４万２９６１円であると主張する（訴状及び甲４参照。なお，

甲４では，上記利益総額につき，２億３３５７万６９４２円ではなく２

億３３５８万６９４２円と記載されているが，甲１９によれば，平成２

０年２月期の売上額は４５４万４８９１円であるところ，甲４添付の利

益額計算表には，同月の売上額が４５５万４８９１円と記載されている

のであって，これにより総額が上記のとおり異なるに至っているもので

あるが，上記の違いは，甲４における単なる誤記であると認められる。

）。 

     ①（２億３３５７万６９４２円－９５５５万２５８１円）÷２億３３５

７万６９４２円＝約０．５９ 

     ②（１億９０８６万４８６２円＋１億０２５９万７７８５円）×０．５

９＝１億７３１４万２９６１円 

 (イ) この点に関し，上記時期におけるジェーネット合資会社名義のジャ
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パンネット銀行，イーバンク銀行，ゆうちょ銀行，三井住友銀行，もみ

じ銀行の各口座からの出入金状況を整理した捜査報告書である「売上金

マネーフロー及び売上金一覧表作成報告書」（甲１９。なお，被告は，

前記前提事実(7)の刑事事件において，被告は，刑事手続からの早期解

放を望む気持ちから任意性に欠ける供述をするなどしたから，上記刑事

事件における捜査関係書類に十分な信用性はないと主張するが，上記捜

査報告書は，上記各銀行口座の出入金を客観的な資料に基づき分析し，

整理したものであるから，仮に被告の主張するような事情があったとし

ても，その信用性は左右されない。また，被告は，上記捜査報告書には

被告の支出した経費が十分に反映されていない旨も主張するが，被告の

支出した経費の内容及び額については後で検討する。）に記載された上

記各口座の出入金内容及び被告名義の銀行口座への入金内容等によれ

ば，平成１９年３月期から平成２１年５月期までの間の本件サービスの

利用料総額は，別紙利益額計算表の「売上」欄最下部記載のとおり２億

３３５７万６９４２円であり，同時期に上記各口座から出金された費目

の内訳及びその金額は，別紙利益額計算表の右側表の「内訳」及び「金

額」のとおりであって，その合計額は，原告の主張する８４３９万０５

２３円（甲４添付の「利益額計算表」の額）ではなく，別紙「利益額計

算表」下部の「（Ａ）小計」のとおり９０９０万７４９６円であると認

められる（なお，原告が前記イ(ア)の主張の計算根拠として提出する甲

４添付の「利益額計算表」を見ると，平成２０年１月におけるＧＭＯペ

イメントへの支払金額が５万２５４２円である〔甲１９〕にもかかわら

ず５万４５４２円と記載されており，また，平成２０年１２月に３４９

万９７７５円，平成２１年１月に１２８万８００１円，同年２月に１７

３万１１９７円のカード支払が存在する〔甲１９〕にもかかわらず，こ

れらが記載されていないことが認められるのであって，上記合計額の相
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違は，これらの理由から生じているものと認められる。）。 

      原告の上記ウ(ア)の主張は，甲１９に基づくものであるというのであ

るから（訴状９頁），上記合計額の相違は，単なる誤記によるものとみ

るべきであって，原告の上記ウ(ア)の主張の趣旨は，①甲１９により認

められる出金額（別紙利益額計算表の右側表の「金額」欄各記載のもの

）のうち，株式会社スフィアに対する支払を除いたもの及び②株式会社

スフィアに対する支払額３１５０万円については，被告の経費として控

除することを認めるというものであると解される。 

      そうすると，原告の自認する被告の経費総額は，別紙利益額計算表の

右側表の「経費（Ｃ＋Ｄ）」欄のとおり，１億０２０６万９５５４円と

なり，その内容は，同表の「内訳」欄記載のとおりということになる。 

   エ 経費に関する被告の主張 

この点に関し，被告は，被告が本件サービスにおいて支出した経費は，

別紙「ジェーネットワークサービス支払合計一覧表」のとおり３億３４６

４万１７０３円であると主張し，上記経費支出の日付別内訳は別紙「日計

表」のとおりであると主張する。 

    (ア) そこで，被告の主張する上記経費の内容について検討すると，被告

が別紙１「ジェーネットワークサービス支払合計一覧表」において経費

に当たると主張する支出は，大別して，①クレジットカード支払額（乙

３ないし７），②住友信託銀行，Ｃｉｔｉｂａｎｋ，新生銀行，ロイズ

ティーエスビーバンクからの「代理店」等への送金（乙８，９，１７な

いし１９），③広告費（乙１５，１６，２０），④株式会社スフィアへ

の支払（乙１２），⑤本件サービスに係る通信費（ケーブルテレビ契約

〔乙２６，２７〕，インターネット回線契約〔乙２２〕，インターネッ

トサービスプロバイダ契約〔乙２１，２４，２５〕），⑥本件サービス

に係るクレジットカード決済代行会社への支払（乙２８），⑦本件サー
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ビスに係るサーバ設置場所の賃借料，水光熱費等（乙２９，３１ないし

３９），⑧ジェーネット合資会社の日本支社所在地のバーチャルオフィ

ス費用（乙３０），⑨ＳＥＩＷＡに対するサーバ関係費用（乙４０），

⑩その他機材費（乙４１ないし４６），⑪タイにおけるオフィス経費，

⑫人件費，⑬没収・追徴金に分けられるので，各項目に分けて検討する。 

    (イ) クレジットカード支払額について 

      乙３ないし７で利用代金明細書が提出されているクレジットカードは，

いずれも被告個人名義のものであり，その利用代金明細書（乙３ないし

７）には，明らかに被告の個人的支出であるとみられるものも含まれて

いるところ，被告は，「明らかに経費ではない個人的支出を除外して作

成した」（被告第２準備書面）ものとして別紙「日計表」を提出してい

るのであるから，上記クレジットカード支払額のうち，上記「日計表」

に記載されたものを，経費として主張する趣旨であると解される。 

      そこで，上記「日計表」に記載された各項目のうち，クレジットカー

ド支払によるもの（上記「日計表」の「支払方法」欄に「アメックス」，

「シティカードジャパン」，「シティプラチナＶＩＳＡカード」，「三

井住友カード」又は「ＪＣＢカード」と記載されているもの）について

検討すると，次のとおりとなる。 

     ① 旅費交通費（航空運賃，電車料金，タクシー代金，高速バス代金，

高速道路通行料，宿泊代金），燃料費（自家用車，借用車），車両関

係費（損害保険料，修理費）について 

        上記各支出につき，別紙「日計表」の「適用」（「摘要」の誤記で

あるとみられることについては前記のとおり。）欄に記載された各説

明をみると，上記説明は，単に移動先や宿泊先を摘示するのみにとど

まるものが大半を占めるのであって，説明が上記の程度にとどまるも

のについては，上記各移動，宿泊等と本件サービスとの関連性が不明
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であるといわざるを得ない。また，上記「適用」欄において，本件サ

ービスとの関連性について説明を加えているもの（５頁の２及び３行

目の「スフィアへの移動」等）についても，被告は，上記説明を裏付

ける資料を何ら提出していないのであって，これらが，本件サービス

の管理運営のために必要なものであったと認めることはできない。 

     ② 交際費（飲食代，手土産代）について 

        上記支出は，その内容上，本件サービスのための支出であると認め

られない。なお，被告は，上記支出の一部につき「打合せのため」等

と説明を加えているが，上記説明を考慮しても，上記認定は左右され

ない。 

      ③ 通信費のうち，被告個人の携帯電話使用料・電話代（ＳＫＹＰＥ，

国際電話等），福利厚生費（被告個人や従業員の雑貨代，被服費，飲

食費），新聞図書費 

        上記支出は，被告又は従業員のための個人的支出とみるほかないも

のであって，本件サービスのための支出であるとは認められない。 

      ④ 諸会費（クレジットカード年会費，インターネットオークション会

費等），寄付 

        上記支出は，その内容上，本件サービスとの関連性を認めることが

できず，本件サービスのための支出であるとは認められない。なお，

被告は，上記会費の一部につき，別紙「日計表」で「ＰＣ部品購入の

ため」などの説明を加えているが，上記説明を考慮しても，本件サー

ビスとの関連性を認めるに足りない。 

      ⑤ キャッシングサービス，カードローン，リボ等の返済金及びこれら

の利息 

        上記各支出は，クレジットカード利用明細書（乙３ないし７）上，

その使途が明らかではなく，かつ，「日計表」上も，使途についての
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説明がされていないものであって，本件サービスのために支出された

ものとは認められない。 

     ⑥ 小括 

        したがって，別紙「日計表」記載の各支出のうち，上記①～⑤の各

項目に該当するものについては，本件サービスに関連して支出された

ものとは認められない。 

     ⑦ 消耗品，備品費及び上記各支出に伴う手数料，送料 

       被告は，上記消耗品，備品費の各支出について，別紙「日計表」の

「適用」欄において，「事務所のプリンターインク」，「ＪＮｅｔ仮

サーバーの部品」，「ＰＣ部品」，「ルーター」，「ＪＮｅｔ Ｓｅ

ｒｖｅｒ部品」等を購入したものである旨記載しているが，クレジッ

トカード明細書（乙３ないし７）上は，利用日，支払先（販売店名等

），金額が記載されているのみであり，同明細書からは，上記各支出

が，上記備品等のために支出されたものであると認めるに足りない。

したがって，被告が，上記明細書に加え，上記各備品等の支払に関す

る領収書等（乙４１ないし４６）の資料を提出していないもの及びこ

れに伴う手数料，送料については，本件サービスとの関連性は認めら

れない（なお，領収書等が提出されているものについては，乙４１な

いし４６に関する支出として後で検討する。）。 

     ⑧ 通信費（ぷらら情報サービス，フュージョン・コミュニケーション

ズ，ＡＳＡＨＩネット，さくらインターネット株式会社等） 

       被告は，上記各支出につき，別紙「日計表」の「適用」欄において，

本件サービスの接続確認等に要したものである旨記載しているが，上

記説明の裏付けとなる資料は提出されておらず，上記各支出と本件サ

ービスとの関連性は認められない。 

     ⑨ 通信費（ケーブルＴＶ〔市原ＣＡＴＶ，ジェイコム〕，ＫＤＤＩ，
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ＮＴＴコミュニケーションズ），賃借料（市原警備保障，株式会社エ

イゼックス），水道光熱費，諸会費（ＧＭＯペイメントゲートウェイ

） 

       上記各支出は，前記前提事実(2)エ及びカでみた，千葉県市原市内及

び大阪府寝屋川市内のサーバ機設置場所に係る通信費，賃借料，水道

光熱費，ジェーネット合資会社の日本支社に係る賃借料，本件サービ

スのクレジットカード決済代行料等とみられるものであるところ，被

告は，これらの支出に関し，利用明細書，領収書等（乙２１ないし２

８）を提出しているので，上記利用明細書等に係る支出として後で検

討する。 

    (ウ) 住友信託銀行，Ｃｉｔｉｂａｎｋ，新生銀行，ロイズティーエスビ

ーバンクからの「代理店」等への送金等（乙８，９，１７ないし１９） 

      被告は，上記各銀行から本件サービスの「代理店」に対し送金したと

主張し，その根拠資料として乙８，９，１７ないし１９を提出する。 

そこで，これらの送金内容について検討するに，上記各送金のうち，

住友信託銀行からの送金に係るもの（乙８及び９に記載されているもの

）については，振込主が被告個人である上，乙８及び９には各振込日及

び振込金額が記載されているのみで，振込先が記載されていないことが

認められるから，これらの振込が，「代理店」への送金であって本件サ

ービスに関連するものであると認めるに足りない。 

次に，上記各送金のうち，Ｃｉｔｉｂａｎｋからの送金に係るもの（乙

１８に記載されているもの）については，別紙「日計表」上，本件サー

ビスの広告宣伝費，本件サービスの関東事務所（千葉県市原市所在のサ

ーバ機設置場所を指すものと思われる。）の賃借料又は株式会社スフィ

アへの支払である旨説明がされていることが認められる。これらのうち，

広告宣伝費について見ると，乙１８には送金先の名称等が記載されてお
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り，上記名称等の記載が，別紙「日計表」の「支払先」欄の記載と一致

していること，乙１３及び１４からは，本件サービスについて，複数の

主体により，相当数の広告がされていたこと及び被告が本件サービスに

関し代理店を設けていたことがうかがわれることを指摘できるのであ

って，上記各送金が，広告代理店への送金である旨の被告の主張は，一

応首肯できるものというべきである。したがって，Ｃｉｔｉｂａｎｋか

らの送金のうち，広告宣伝費として特定されているもの（別紙「日計表

」の１１０，１１５，１２０，１２５頁に記載のもの）の合計額である

５２３万０００３円については，本件サービスに関連するものであると

認めることができる。また，本件サービスの関東事務所の賃借料及び株

式会社スフィアへの支払についても，本件サービスとの関連性がうかが

われるところであるが，上記賃借料については，内訳書（乙３９の１）

に係る支出として，株式会社スフィアへの支払については，預金通帳（乙

１２）に関連する支出として，それぞれ後で検討する。 

次に，新生銀行からの送金に係るもの（乙１９に記載されているもの

）については，別紙「日計表」上，その大部分につき，本件サービスの

広告宣伝費，Ｊｎｅｔ Ｓｅｒｖｅｒ部品，ＧＭＯペイメントゲートウ

ェイ株式会社（以下「ＧＭＯ社」という。）への支払，ジェーネット社

従業員であったＤへの給料手当，新生銀行からロイズティーエスビーバ

ンクへの振込手数料である旨説明がされている一方，一部の振込につい

ては説明が記載されていないことが認められる。これらのうち，広告宣

伝費について見ると，乙１９には振込先の名称等が記載されており，上

記記載が，別紙「日計表」の「支払先」の記載と一致していることが指

摘できる上，本件サービスの代理店及び広告については，乙１８でみた

点と同様の点を指摘できるのであるから，新生銀行からの振込のうち，

広告宣伝費として特定されているもの（別紙「日計表」の４５，５９，
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６２，６６，７０，８１，９０，９３，１００，１０５，１００６，１

０８，１１０，１１５，１２０，１２５頁に「広告宣伝費」として記載

されているもの）の合計額である６３２万５２４８円については，本件

サービスに関連するものであると認めることができる。また，ＧＭＯ社

への振込については，本件サービスに係るクレジットカード決済代行会

社への支払であることがうかがわれるところ，請求書（乙２８）に係る

支出として後で検討する。その他の振込については，乙１９の記載と別

紙「日計表」の該当部分の記載を検討しても，本件サービスとの関連性

を認めるに足りず，本件サービスに関する支出であると認めることはで

きない。 

      さらに，ロイズティーエスビーバンクからの送金（乙１７に記載され

ているもの）に関しては，上記送金主が被告個人ではなくジェーネット

合資会社であること，乙１７に，送金理由として「Ａｄｖｅｒｔｉｓｅ

ｍｅｎｔ ａｎｄ Ａｇｅｎｔ Ｆｅｅ」，「Ｔｈｅ Ｐａｙｍｅｎｔ 

ｔｏ ａｎ Ａｇｅｎｔ，Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ」，「Ａｄｖｅｒｔ

ｉｓｉｎｇ Ｆｅｅ」などと記載されており，広告費等として送金され

たものであることがうかがわれること，本件刑事事件においても，ロイ

ズティーエスビーバンクに係る送金については，本件サービスに係るも

のとして計上されていること（甲１９）から，本件サービスに関する支

出であると認めることができるところ，上記各送金額を合計すると，４

０２０万１０８５円となる。 

      以上によれば，Ｃｉｔｉｂａｎｋ，新生銀行，ロイズティーエスビー

バンクからの送金等のうち，本件サービスに関する支出であると認めら

れる金額の合計額は，５１７５万６３３６円となる。 

(エ) 広告費（乙１５，１６，２０）について 

   被告は，乙１５，１６及び２０に記載された各金額について，広告費
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として各社に支払われたものであると主張するが，上記各書証の体裁等

に照らし，上記金額が広告費として現実に支払われたことを認めるに足

りない。 

   なお，被告は，上記各書証に記載されたもののほかに，ヨーロッパに

おける広告費として概算２０００万円を支出したと主張するが，上記根

拠については，「概算」であると主張するのみで，これを裏付ける資料

を何ら提出していないから，採用することができない。 

(オ) 株式会社スフィアへの支払（乙１２）について 

   被告は，株式会社スフィアへの支払総額は３１２９万２５６２円であ

ると主張し，その根拠資料として，乙１２（預金通帳）を提出している

ところ，乙１２には振込金額が記載されているのみであって，振込先の

記載はないことが認められる。しかし，株式会社スフィア代表者は，本

件サービスに関し受領した金員の総額は約３１５０万円であると述べ

ており（甲２２），上記供述は，同社の決算書，口座元帳等に基づくも

のであって信用性を有するものと思われるのであって，被告の主張する

株式会社スフィアへの支払総額は，上記供述とほぼ一致する上，原告は，

前記３(2)ウ(ア)及び(イ)のとおり，株式会社スフィアへの支払総額が

３１５０万円であることを認めているのであるから，同社に対する支払

総額は，原告の自認する金額と被告の主張する金額のうち，多額に当た

る原告の自認額（３１５０万円）と認めることができる。 

(カ) 本件サービスに係る通信費（ケーブルテレビ契約〔乙２６，２７〕，

インターネット回線契約〔乙２２〕，インターネットサービスプロバイ

ダ契約〔乙２１，２４，２５〕）について 

  上記各通信費は，前記前提事実(2)エ及びカでみた，千葉県市原市内

及び大阪府寝屋川市内の被告サーバ機設置場所に係る通信費であると

みられるところ，それぞれ総額は下記のとおりである。 
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 ＫＤＤＩ料金（乙２１） １６６万６８１６円 

 ＮＴＴ Ｂフレッツ利用料（乙２２） １５９万２５００円 

 ＮＴＴコミュニケーションズ（乙２４） ５６０万６１３７円 

 ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ（乙２５） ７４万２１４０円 

 Ｊコムウエスト（乙２６） ２９万６６８７円 

 いちはらコミュニティー・ネットワークテレビ（乙２７） ７万６１２

５円 

 上記合計 ９９８万０４０５円 

(キ) 本件サービスに係るクレジットカード決済代行会社への支払（乙２

８）について 

  上記支払は，前記前提事実(4)ウでみた，本件サービス利用料のクレ

ジットカード決済のため利用していた決済代行会社（ＧＭＯ社）に対す

る支払であって，本件サービスに係る支出と認められるところ，その合

計額は１６８万２１８９円となる。 

(ク) 本件サービスに係るサーバ設置場所の賃借料，水光熱費等（２９，

３１ないし３９） 

  上記各支払は，本件サービスに係るサーバ設置場所（千葉県市原市及

び大阪府寝屋川市）に関する賃借料，水道光熱費，設備費（電気工事費

等）であるところ，下記に挙げたものについては，本件サービスに関連

するものであると認められる。なお，前記前提事実(5)でみた本件サー

ビス停止時（平成２１年５月）以後に支払われたもの〔水道費等につき，

同月以後に支払われたもの及び平成２２年６月２２日付けである乙３

３号証に係るもの〕については，本件サービスに関連するものであると

は認められない。また，乙３４～３６及び乙３９の２，３に係る支出に

ついても，設備整備の対象等が証拠上明らかではなく，本件サービスに

関連するものとは認められない。 
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 千葉県市原市内物件の賃借料（乙２９） 

   敷金１５万６０００円，礼金７万８０００円，平成２０年５月（入

居日）から平成２１年５月までの賃料合計１０１万４０００円 

 千葉県市原市内物件の平成２１年５月までの水道費（乙３１。平成２１

年５月分については，同年５，６月分の支払の半額として計算した。） 

 １万７６９０円 

   千葉県市原市内物件の平成２１年５月までの下水道使用料（乙３２。平

成２１年５月分については，同年５，６月分の支払の半額として計算し

た。）  

１万１４９０円 

 千葉県市原市内物件の平成２１年５月までの電気料金（乙３７）  

１３１万８７０２円 

 大阪府寝屋川市内物件の平成２１年５月までの電気料金（乙３８）  

１２４万３６０２円 

   大阪府寝屋川市内物件の賃料等（乙３９の１。乙３９の２，３について

は見積書のみの提出であるため，その支払の事実を認めることはできな

い。） 

 ２３５万４４０８円 

 上記合計 ６１９万３８９２円   

(ケ) ジェーネット合資会社の日本支社本店所在地のバーチャルオフィ

ス費用（乙３０）について 

  上記支出は，前記前提事実(2)ウでみた，ジェーネット合資会社の日

本支社所在地として指定されたバーチャルオフィスに係る賃料である

と認められるところ，その合計額は５１万２１７０円となる。 

(コ) ＳＥＩＷＡに対するサーバ関係費用（乙４０）について 

  被告は，上記支払は本件サービスのために使用するソフトウェア関連
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費用であると主張するが，乙４０を見ても，その内容は明確ではなく，

上記書面記載の金額が実際に支払われたものかも明らかではないとい

うべきであるから，本件サービスに関連して支出されたものとは認めら

れない。 

(サ) その他機材費（乙４１ないし４６）について 

  被告は，上記支出は本件サービスに使用するＯＡ消耗品，パーツ等の

購入費用であると主張するが，上記支出に係る領収書等であるとして提

出された各書証（乙４１ないし４６）を見ても，本件サービスとの関連

性が明らかではなく，本件サービスのために支出されたものと認めるに

足りない。 

(シ) タイにおけるオフィス経費について 

  被告は，上記支出につき，１２３７万９５００円と主張するが，その

根拠については「概算」というのみであり，具体的な根拠又は資料に欠

けるものであるから，採用できない。 

(ス) 人件費について 

  被告は，上記支出につき，３６０万円と主張するが，その根拠につい

ては「概算」というのみであり，具体的な根拠又は資料に欠けるもので

あるから，採用できない。 

(セ) 没収・追徴金について 

  上記支出が，本件サービスに係る経費に当たらないことは明らかであ

る。 

     (ソ) その他，別紙「日計表」には，上記(ア)ないし(セ)の各項目に該当

しないもの（「支払方法」欄に「現金」と記載されたものなど）が存在

するが，これらについて，被告は，支出を裏付ける資料自体何ら提出し

ていないのであって，これらの支出の具体的内容（「日計表」の「科目

」及び「適用」欄に記載されたもの）をみても，本件サービスの提供に
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当たり当然支出がされたであろうと推認されるような性質のものとは

いうことができないものであるから，これらについて，本件サービスに

よる「利益」から控除されるべきものということはできない。また，乙

１０，１１，２３，４７～５３の各証拠をもって，本件サービスに係る

支出と認めることはできない。 

    (タ) そうすると，被告の各支出のうち，本件サービスに関連する支出と

認められるものは，前記(ウ)の５１７５万６３３６円，(オ)の３１５０

万円，(カ)の９９８万０４０５円，(キ)の１６８万２１８９円，(ク)の

６１９万３８９２円，(ケ)の５１万２１７０円となり，これらの合計額

は，１億０１６２万４９９２円となるのであって，上記支出がすべて変

動費として被告の利益から控除されるべきものとみたとしても，なお，

原告が経費として認める金額を超えないこととなる。 

   オ したがって，本件サービスに係る被告の経費については，前記ウのとお

り原告が認めるとみられる金額である別紙利益額計算表の「経費」欄記載

の１億０２０６万９５５４円の限度で控除するのが相当であり，当該経費

を売上高２億３３５７万６９４２円から除いた１億３１５０万７３８８

円と認められる。 

     そうすると，上記「経費」が支出された期間に対応する時期における被

告の売上総額は，別紙「利益額計算表」の中央の表記載のとおり，２億３

３５７万６９４２円であると認められるから，被告の利益率は，約５６．

３％となる。 

   カ 前記前提事実(3)ウ(イ)でみたとおり，本件サービスにおいて，原告の地

上波テレビジョン放送に係るテレビ番組は，通常サイトにおける基本チャ

ンネル及び北・中・南米サイトにおけるオプションチャンネルで提供され

ていたものであるところ，原告は，北・中・南米サイトにおけるオプショ

ンチャンネルに係る著作隣接権侵害については請求原因として主張して
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いないものと解されるので（第３の３(2)イ(イ)），原告の損害額の算定

に当たっては，通常サイトから被告が得た利益のみを考慮すべきこととな

る。そこで，本件サービスが提供されていた全期間における通常サイトか

らの利用料総額をみると，前記アのとおり１億９０８６万４８６２円であ

るので，上記売上に上記利益率５６．３％を掛けた１億０７４５万６９１

７円が，通常サイトにおける被告の利益額となる。 

   キ ところで，前記前提事実(3)ウでみたとおり，通常サイトにおいて，利用

者は，「基本チャンネル」として，「関東地区」及び「関西地区」のチャ

ンネルの一方又は双方を登録することができた上，上記基本チャンネルの

利用料に加えて「オプション料金」を支払うことで，「オプションチャン

ネル」を視聴することもできたことが認められるから，上記オでみた利益

額は，「基本チャンネル」による利益と，「オプションチャンネル」によ

る利益の双方を含むものということになるが，原告は，本件において，地

上波テレビジョン放送に係る著作隣接権侵害のみを請求原因として主張

しているものと解されるから（第３の３(2)イ(イ)・(ウ)，ウ），通常サ

イトにおける衛星放送等を対象とするオプションチャンネルに係る被告

の利益は，損害額算定の基礎から除外すべきことになる。 

     そこで，上記オでみた通常サイトにおける利益額から，オプションチャ

ンネルに係る被告の利益を除いた利益額（基本チャンネルに係る利益額）

を検討することになるが，本件記録上，通常サイトにおけるオプションチ

ャンネルの登録状況又はオプション料金収入の状況は明らかではない。 

この点について，原告は，ＮＨＫ及び民放の地上波及び衛星放送につい

て，視聴時間に関する一般的な統計の比率に応じて，本件サービスにおけ

る地上波と衛星放送との比率を算出する方法を採用し，この方法に基づい

てＮＨＫ地上波及び民放地上波に対するＮＨＫ地上波の比率を算出し，こ

れを通常サイトの利益額に乗じることにより，通常サイトからの利益額を
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算出している。しかし，本件サービスにおける基本チャンネル及びオプシ

ョンチャンネルの支払額は視聴時間の多寡によって定められるものでは

ないから，原告の採用する方法でオプションチャンネル分を除外すること

は相当でないものと考えられる。そこで検討するに，甲１４添付資料中の

資料２，４及び５により，ジェーネット合資会社名義の銀行預金口座元帳

一覧表が提出されており，同表の「入金」欄記載の入金の大半は，本件サ

ービス利用者からの利用料支払に係る入金であると認められるところ，甲

１４添付の上記資料記載の上記利用者には，通常サイトのほか，北・中・

南米サイトの利用者も含まれることが認められるが，前記前提事実(3)ウ

のとおり，①本件サービスにおいて，利用者が，基本チャンネルの登録を

原則とし，これにオプションチャンネルの登録を付加することができたこ

と及び②オプションチャンネル１件当たりの金額が１０００円と設定さ

れていたことについては通常サイトと北・中・南米サイトとの間で違いは

ないのであって，基本チャンネルのみを登録する利用者と，基本チャンネ

ルにオプションチャンネルを付加して登録する利用者の比率及びこれに

よる利益の割合は，両サイトにおいて大きな違いはないものと認めるのが

相当である。 

したがって，上記口座元帳一覧表記載の入金状況から推測される，基本

チャンネルのみを登録する利用者と，基本チャンネルにオプションチャン

ネルを付加して登録する利用者の比率等を考慮して，本件サービスの利益

中に基本チャンネルに係る利益が占める割合（通常サイト及び北・中・南

米サイトにおける基本チャンネルによる利益の割合）を算出し，上記割合

が通常サイトと北・中・南米サイトを通じて等しいものであるとみて，前

記第４の３(2)カでみた，通常サイトにおける被告の利益額（１億０７４

５万６９１７円）に上記基本チャンネルに係る利益が占める割合を乗じる

ことで，通常サイトにおいて，基本チャンネル（民放による放送分を含む
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）から被告が得た利益額を算出することができるものというべきである。 

そこで，上記口座元帳一覧表記載の入金状況を見ると，本件サービス利

用者が本件サービスの利用料として支払った金額としては，３６００円又

は５０００円が大半を占め，その割合は，少なく見積もっても７割程度で

あることが認められる。本件サービスの利用料内訳は，前記前提事実(3)

ウのとおりであって，基本チャンネルのみの利用の場合，通常サイトでは

５０００円（関東地区又は関西地区の一方のみを選択・登録した場合）又

は７０００円（関西地区及び関東地区の双方を選択・登録した場合），北

・中・南米サイトでは３６００円（関東地区又は関西地区の一方のみを選

択・登録した場合）又は５０００円（関東地区又は関西地区の双方を選択

・登録した場合）であり，オプション料金は１チャンネルにつき月額１０

００円であるから，(ア)３６００円の支払については北・中・南米サイト

で関東地区又は関西地区の一方のみを選択・登録した利用者による利用料

の支払であり，(イ)５０００円の支払については，①通常サイトで関東地

区又は関西地区の一方のみを選択・登録した利用者か，②北・中・南米サ

イトで関東地区及び関西地区の双方を選択・登録した利用者による利用料

の支払であって，オプションチャンネルの追加に係る利用料は含まれてい

ないものと認められる（すなわち，基本チャンネルにオプションチャンネ

ルを選択・登録した場合には，通常サイトでは，利用料支払額は最低でも

６０００円となり，北・中・南米サイトでは，利用料支払額は３６００円

に１チャンネル追加毎に１０００円を足した４６００円，５６００円など

となるか，６０００円を超える金額になるかのいずれかであり，いずれの

サイトでも５０００円となることはない。）。 

したがって，本件サービスの利用料のうち，約７割については，基本チ

ャンネルのみを登録した利用者に係る利用料の支払であるとみることが

でき，その全額が，基本チャンネルに係る利益に当たるということができ
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る。 

また，残りの約３割については，(ア)通常サイトにおいて，基本チャン

ネルのうち，関東地区及び関西地区の双方を登録した利用者による利用料

の支払か，(イ)通常サイト又は北・中・南米サイトにおいて，基本チャン

ネルにオプションチャンネルを付加して登録した利用者による利用料の

支払であるとみることができるところ，上記(ア)の場合には，その全額が

基本チャンネルに係る利益に当たるものということができる。また，上記

(イ)の場合にも，前記のとおり，本件サービスにおいて，利用者は，オプ

ションチャンネルのみを登録することはできず，基本チャンネルに加えて

オプションチャンネルを選択・登録することができるのみであったことか

らすれば，その利用料の中には，基本チャンネル登録分の利用料と，オプ

ションチャンネル追加登録分の利用料が含まれているということができ

るところ，基本チャンネルの利用料額（通常サイトにおいて５０００円又

は７０００円，北・中・南米サイトにおいて３６００円又は５０００円）

の方がオプションチャンネルの利用料額（１件追加するごとに１０００円

）より高額であることに加え，上記口座元帳一覧表記載の入金額をみると，

７０００円を超えない金額が相当数みられるのであって，オプションチャ

ンネルを多数登録する利用者は多いものではなかったとみられることも

考慮すると，上記残りの３割の利用料のうち，３分の２程度は，基本チャ

ンネル登録分の利用料に当たるものであり，基本チャンネルに係る利益で

あるとみるのが相当である。 

そうすると，本件サービスにおいて，全利益中に基本チャンネルに係る

利益が占める割合は，下記計算式のとおり，９割程度と算出されることに

なる。 

７割＋（３割×２／３）＝９割 

前記のとおり，上記割合は，本件サービス全体（通常サイト及び北・中
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・南米サイト）の利益中に基本チャンネルに係る利益が占める割合として

算出されたものであるが，上記割合は，通常サイトと北・中・南米サイト

を通じて等しいものと認めるのが相当であるから，上記割合を，通常サイ

トの利益に乗じることにより，通常サイトにおける基本チャンネルに係る

利益を算出することができ，上記利益は，下記計算式のとおり，９６７１

万１２２５円となる。 

１億０７４５万６９１７円×０．９＝９６７１万１２２５円 

   ク さらに，上記利益額は，前記前提事実(3)ウでみた「基本チャンネル」で

視聴可能である原告及び民放各社に係る放送によって被告が得た利益で

あるから，上記利益から，原告に係る放送によって得た利益部分を算出す

る必要がある。 

     上記利益は，利用者らが原告及び民放各社に係る放送を視聴した時間の

割合によって配分されるべきものと認められるところ，本件サービスが提

供された時期における，地上波放送の視聴平均時間中に原告に係る地上波

放送が占める割合（甲４）の平均を計算すると，別紙「視聴時間調査結果

」のとおり，約２６％となる。 

   ケ したがって，上記利益の２６％に当たる２５１４万４９１８円が原告に

係る損害となり，上記損害のうち，原告が本件において著作隣接権侵害に

係る損害として請求する部分はその５０％の額であると解されるから，原

告の著作隣接権侵害による損害額は，上記損害の５０％である１２５７万

２４５９円となる。 

  (3) 不法行為の終了日 

なお，前記前提事実(5)のとおり，本件サービスは，平成２１年５月ころ

停止されたものと認められる。 

第５ 結論 

   したがって，原告の請求は，１２５７万２４５９円及びこれに対する不法行
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為終了日の後であると認められる平成２１年６月１日から支払済みまで民法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから

これを認容し，その余については理由がないから棄却することとし，主文のと

おり判決する。 
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